
 

令和８年 ７月 ９日 

関係各位 

                        筑波大学附属大塚特別支援学校長 

小 島  道 生 

（公印省略） 

附属学校教員の公募について(依頼) 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび本校では下記のとおり附属学校教員の募集を行うことになりました。

つきましては、関係者及び関係機関などにご周知くださいますようよろしくお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 採 用 職 名   教諭 

２ 採 用 人 員   １名 

３ 担当教科等  高等部職業（製菓）、校内カフェ、他校内業務全般 

４ 採用予定日  令和９年４月１日 

５ 雇 用 期 間   任期の定めなし（定年：本学規定による） 

          試用期間：１年間 

６ 業 務 内 容   学習指導、生活指導、特別支援学校の教育活動全般および校務 

         分掌（管理運営等の業務を含む） 

（雇用期間中において、業務内容の変更は原則ありません。） 

７ 応募資格等 

①高等学校教諭免許状＜家庭＞の教員免許状を有する、もしくは令和９年３月３

１日までに取得見込であること。 

②特別支援学校教諭免許状＜知的障害領域＞を有する、もしくは養護学校教諭免

許状を有すること。 

③栄養士又は管理栄養士の資格を有することが望ましい。 

④栄養管理、献立作成、食品衛生、調理業務、製菓、販売・接客、店舗運営等に関

する経験を有することが望ましい。 

８ 応 募 書 類 

  ①履歴書（指定様式） 

※本学 Web サイトから所定の様式をダウンロードし、記入要領に基づき作成す

ること。（筑波大学→採用情報→履歴書／日本語版記入要領） 

URL：https://www.tsukuba.ac.jp/about/jobs-information/ 

②職務経歴書（任意様式） 

③教育職員免許法に基づく教員免許状の写し（裏書がある場合は表裏の写し） 



または免許状取得見込証明書 

※教員免許状更新講習修了者（延期、受講免除を含む）は、証明書（写し）等を 

 添付すること 

  ④教育及び研究、栄養管理業務や調理業務の業績一覧 

   ⑤代表的な研究ないし教育業績の実物あるいは写し、もしくは代表的な栄養管理 

    業務や製菓業務の業績の実物あるいは写し 

※作成時の所属機関の情報取り扱い規定に抵触しない状況のもの 

   ⑥本職、本校への志望動機と抱負、1,200 字程度（A4 判） 

９ 応募締切日  令和８年８月２０日（木）必着（持参の場合は同日１７時まで） 

１０ 選 考 方 法  第一次選考：書類選考 

第二次選考：第一次選考通過者を対象とした面接 

日時：令和８年８月３１日（月）（応相談） 

・第一次選考の結果は、令和８年８月２４日（月）までを目途に、

通過者には電話にて、不採用者には郵送にて、それぞれ連絡・通

知します。 

・第二次選考の結果は、令和８年９月３０日（水）までを目途に、

採用者には電話にて、不採用者には郵送にて、それぞれ連絡・通

知します。 

１１ 応募書類の提出先 

   〒112-0003 東京都文京区春日１−５−５ 

    筑波大学附属大塚特別支援学校長 小島道生宛 

  「教員選考応募書類在中」と朱書きし、レターパックで送付すること 

１２ 就 業 場 所  筑波大学附属大塚特別支援学校（東京都文京区春日１−５−５） 

１３ 就 業 時 間  ８：３０～１７：００（休憩時間４５分を含む）を基本とし、１年 

          単位の変形労働時間制を適用 

１４ 休日・休暇  本学規定による 

休日：日曜日、土曜日、国民の祝日、１２月２９日～１月３日を基  

本とするが、学校行事等により一部勤務する可能性がある 

（勤務割表による） 

休暇：年次有給休暇、病気休暇、特別休暇 

１５ 時間外労働  あり 

１６ 給 与 等  本学規定に基づき支給、国家公務員共済組合（年金、医療）に加

入、雇用保険適用 

１７ 受動喫煙防止措置  敷地内禁煙 

１８ 問 合 せ 先  副校長 佐藤知洋 

              電話 03-3813-5569 

              メールアドレス otsuka@otsuka-s.tsukuba.ac.jp 

 

 



１９ そ の 他 

①応募書類により取得した個人情報は、選考業務以外には使用いたしません。 

また、応募書類については、返却いたしません。適切に廃棄いたします。 

②面接時の交通費は支給できませんので、予めご了承ください。 

③教育研究等の活性化を図るため、将来、本学の他の附属学校において勤務いた

だく可能性もあります。 

④国立大学の法人化に伴う地方公共団体との退職金の通算制度の廃止により、現

職が公立学校等の教員であっても、現機関で退職金を受け取ってから本校に採

用となります。 

以上 


